
特
集

日
本
標
準
時
の
高
度
化
／
国
際
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
体
系
と
Ｍ
Ｒ
Ａ

79

1 はじめに

近年品質保証と顧客満足度の向上のために
ISO9000シリーズの認証を取得する企業が増えて
いる。これは海外企業と新規に取引を行う際に
ISO9000シリーズの認証取得を取引の前提条件と
されるケースが増えていること、品質管理手順を
標準化できることなどがその要因になっているも
のと思われる。
ISO9000シリーズの中で品質マネジメントシス

テムの要求事項を定めるISO9001では監視機器及
び測定機器の管理に関して測定値の正当性を保証
するために下記のように機器の校正を行うことを
規定している ［1］。

 定められた間隔又は使用前に、国際又は
国家計量標準にトレーサブルな計量標準
に照らして校正若しくは検証、又はその
両方を行う。

一方、試験所又は校正機関の校正能力に関する
国際規格が ISO/IEC 17025である。上記のように
国際又は国家計量標準にトレーサブルな校正を行
うためには国家計量標準機関（National Metrology 
Institute： NMI）自体が ISO/IEC 17025 の認証を

取得することが重要である。これにより、民間企
業を含む ISO/IEC 17025を取得した試験所で行わ
れた校正が国際標準に従ったかたちで国家計量標
準にトレーサブルであることが保証されることに
なる。
さらに、国内で発行された校正証明書を国際的
に通用させたいという要求に対して1999 年の第
21回国際度量衡総会において「国家計量標準及び
国家計量標準機関で発行する公正証明書の相互承
認（Global Mutual Recognition Arrange-
ment： Global MRA）」に関する協定が締結された。
Global MRAに参加することによりその機関で発
行した校正証明書が国際的に通用する証明書とな
るため、校正を受ける企業は海外においてもその
国の校正証明書を取得する必要がなくなる。
情報通信研究機構（NICT）においてもNMIと

して当初からGlobal MRAに参加し 2003 年には
ISO/IEC 17025の適合認定を取得している ［2］。
本稿では時間周波数関係の国際トレーサビリティ
体系とGlobal MRAについて、その概要とNICT
の活動内容を解説する。

時空標準特集特集

2-7 国際トレーサビリティ体系とMRA
2-7   Global Mutual Recognition Arrangement and International 

Traceability

伊東宏之 花土ゆう子 岩間 司 齊藤春夫 小山泰弘 細川瑞彦
ITO  Hiroyuki,  HANADO  Yuko,  IWAMA  Tsukasa,  SAITO  Haruo,  KOYAMA  Yasuhiro,  and  
HOSOKAWA  Mizuhiko

要旨
時間・周波数分野において、国際的に通用する校正証明書を発行するためのGlobal MRAの仕組みと、

それを支える国際トレーサビリティ体系、および情報通信研究機構（NICT）の取り組みについて解説する。

In this paper, we explain Global Mutual Recognition Arrangement, the traceability of 
international standards and our work on these topics in National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT).

［キーワード］
国家計量標準，国際相互承認，トレーサビリティ，校正
National  metrology  standard,  Global  MRA,  Traceability,  Calibration



時空標準特集特集

80 情報通信研究機構季報Vol.56 Nos.3/4  2010

2 国際トレーサビリティ体系

計量標準の国際トレーサビリティを確保するた
めには国家標準に対して基幹となる国際比較（基
幹比較： Key Comparison）を実施して、国際度量
衡局（BIPM）が管理するデータベースに登録する
必要がある。時間・周波数標準においては基幹比
較のガイドラインがCCTF-K001.UTCとしてまと
められている。すなわちCCTF-K001.UTCに従う
ことで時間・周波数標準の国際トレーサビリティ
が保証されることになる。CCTF-K001.UTCでは
各NMIに下記の要件を満たすことを要求してい
る ［3］。

1． BIPMの加盟国であるか、国際度量衡総会
（CGPM）の準会員であること。

2． 原子周波数標準器を保有、運用していること。
3． 時刻伝送のための機器を運用し、時間・周波
数諮問委員会（CCTF）及びBIPMが定めた書
式でデータを作成すること。

4． データを継続的にBIPMへ報告すること。

時間・周波数分野では図 1に示すような国際時
刻比較ネットワークが構築されており、定期的に
世界各国の時刻標準機関間で時刻比較計測が実施
されている。この時刻比較結果と各NMIの時計
データはBIPMでまとめられCircular Tとして毎
月発行されている。従って、この時刻比較ネット
ワークに参加することが国際トレーサビリティを
保証する条件となる。また試験所の満たすべき要
件（ISO/IEC 17025）や試験所認定機関の満たすべ
き要件（ISO/IEC 17011）の適用のための指針文書
を作成し、認定機関間の業務内容の整合化を進め
る国際機関として国際試験所認定協力機構（Inter-
national Laboratory Accreditation Coopera-
tion： ILAC）がある。
日本国内の計量標準トレーサビリティについて
は製品評価技術基盤機構（National Institute of 
Technology and Evaluation： NITE）の適合性認
定分野を担当している認定センター IAJapan
（International Accreditation Japan）や公益財団法
人日本適合性認定協会（Japan Accreditation 
Board for Conformity Assessment： JAB）が ISO/
IEC 17025 等の国際規格に基づき、試験所・校正

図1 国際時刻比較ネットワーク［5］
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機関など適合性評価機関の認定を行っている。こ
のうち時間・周波数分野に関する試験事業者認定
は IAJapanが担当している。
IAJapan が運営する認定プログラムの内 ISO/

IEC 17025（校正機関）を対象にするものとして計
量法校正事業者登録制度（Japan Calibration 
Service System： JCSS）がある。これは国際標準
化機構及び国際電気標準会議が定めた校正機関に
関する基準（ISO/IEC 17025）の要求事項に適合し
ているかどうか審査を行い、校正事業者を登録す
る任意の制度である。登録された校正事業者は、
登録を受けた計量器等の区分に係る校正を行った
ときには、校正証明書に JCSS標章を付けて交付
することができる。すなわちJCSS標章や JCSS認
定シンボル付き校正証明書は、そのマークによっ
て日本の国家計量標準へのトレーサビリティが確
保され、校正事業者に技術能力があることを示し
ている。また校正事業者は、必要な要件を満たし
ていれば国際MRA対応の認定を受けることがで
きる。この場合校正事業者は ILAC-MRA認定シ
ンボルが記載された校正証明書を発行することが
できる。国際MRA対応の認定を受けた校正機関
による校正結果は、相互承認署名機関の間で同等
な校正証明書として取り扱われる。
これに対し、国立標準研究所又は指定校正機関
等が発行するロゴマーク付きの校正証明書を、
jcss（スモールジェイシーエスエス）証明書と呼ん
でいる。jcssロゴマークは校正が国家標準を用い
て行われたものであることを示している。jcss 認
定自体は国際MRAに対応していないため、その
校正証明書は国内の校正事業者に対してのみ有効
である。しかし jcss 認定は日本国内における国家
標準へのトレーサビリティの根幹であり、JCSS認
定を受けるためには jcss 認定までトレーサブルで
ある必要がある。図 2に JCSSトレーサビリティ
階層を示す。
一方 JCSSが適用されない校正事業者の認定に
ついては、同じくIAJapanが運営する製品評価技
術基盤機構認定制度（Accreditation System of 
National Institute of Technology and Evalua-
tion： ASNITE）がカバーすることになっている。
例えば、日本の国家標準がないため外国の国家標
準等にトレーサビリティをつなぐ際に他の方法が
利用できない場合、海外の校正事業者の場合など

であるが、NMI間の国際相互承認（Global MRA）
に対応する場合もASNITE認定を受けることにな
る。Global MRAに対応したASNITE認定を受け
ることにより、そのNMIは ISO/IEC 17025 に適
合した国際的に通用する校正証明書を発行するこ
とができる。

3 Global MRA

国際トレーサビリティ体系により、各NMIと国
際標準間のトレーサビリティが保証されても、時
刻比較精度、保有する原子時計の安定度など
はNMIによって異なる可能性があるためNMIに
おける測定の不確かさについては別途定める必要
があるが、このための枠組みもGlobal MRAに含
まれている。
Global MRAにはAから Eまでの付属文書

（Appendix）があり、それぞれの付属文書の概要は
下記のとおりである。

Appendix A MRAに参加しているNMIとその
ロゴの一覧。
Appendix B 基幹比較と補完比較（校正証明書の
信頼性を維持するために諮問委員会（Consultative 
Committees： CCs）、地 域計 量組織（Regional 
Metrology Organization： RMO）及び BIPMが実
施する補助的な比較）の結果。
Appendix C NMI の校正測定能力（Calibration 

図2 JCSSトレーサビリティ階層スキーム
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and Measurement Capabilities： CMC）のリスト。
Appendix D 基幹比較のリスト。
Appendix E RMOとBIPMとRMOの合同委員
会（Jo in t  Commi t t e e  o f  t he  RMO and 
BIPM： JCRB）に委託される事項。

このうちAppendix Bには時間・周波数標準に
おける基幹比較のガイドラインCCTF-K001.
UTCが含まれる。
一方Appendix Cに記録されているCMCには
各NMIの校正対象の量、測定範囲とその不確か
さなどが記述されている。この記述からNMIで
国際トレーサビリティ体系に従って校正可能な量
とその測定の不確かさが保証されることになる。
この様にCMCは校正の不確かさを保証する重要
な文書であるため、登録するためには各RMO内
で審査を行った後にさらに別のRMOによる審査
を受ける必要がある。
RMO内での審査手順は、各RMOが独自に定

めるが、NICTが所属するアジア太平洋計量計画
（Asia Pacific Metrology Programme： APMP）で

はAPMP-G1として以下の手順に従うこととなっ
ている。

1． 品質システム（Quality System： QS）証明
2． CMCと QS 情報を専門委員会（Technical 
Committee： TC）委員長に提出

3． TCによるレビュー
4． 品質システム専門委員会（Technical Commit-
tee of Quality System： TCQS）委員長による
承認

5． JCRB webサイトへの提出

一方RMO間でのレビューは図 3に示すフロー
チャートに従って進められる。

4 NICTの活動

NICTは 2008 年からAPMPの時間周波数専門
委員会（Technical Committee of Time and Fre-
quency： TCTF）の議長国としてCMCレビュー
の手配や取りまとめを行っている。2008 年以降 2

図3 RMO 間レビューのフローチャート［4］



特
集

日
本
標
準
時
の
高
度
化
／
国
際
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
体
系
と
Ｍ
Ｒ
Ａ

83

件のCMCが JCRBデータベースに登録された。
これらのCMCに含まれるNMIは 7機関であっ
た。また 2010 年 度は 2 件の CMC について
APMP内でのレビューを行っており、年度内
のRMO間レビューへの登録を予定している。表 1
にNICTが議長国として取りまとめたCMCを示
す。
さらにRMO間のレビューについては2009年度
は 5 件の CMCについてAPMP TCTF でのレ
ビューの手配と取りまとめ、レビュー結果の登録、
CMCの承認等の作業を行っている。
校正業務については 2001 年に ISO/IEC 17025

の適合証明を受理、2003 年にASNITE及び jcss
認定の認定をうけ、校正証明書の発行業務を行っ
ている。光・時空標準グループでは、現在
ASNITE 校 正 とし て 1 MHz、5 MHz ま た は
10 MHz、jcss 校正として 5 MHz または 10 MHz
の正弦波信号を出力する周波数標準器の校正業務
を行っているが、校正周波数範囲の拡大、時刻校
正の実施を目指して、不確かさの確定、マニュア
ルの策定等の作業を行っている。周波数校正業務
については本特集の文献 ［6］に詳細な解説があるの
でそちらを参照していただきたい。

5 まとめ

国際トレーサビリティの整備とGlobal MRAに
よって一度の校正で世界中どこでも受入れられる
状況（One Stop Testing）が実現することになる。
グローバル化が進む現代においては効率化の観点
からもこの制度の重要性が増してきているものと
考えられる。適正な校正業務の遂行を行うために
は ISO/IEC 17025に基づいた国家標準、計測シス

テム等の維持管理、定期的な内部監査及びマネジ
メントレビューの実行など行う必要がある。NICT
では国家標準の安定運用を行うと共に、校正にお
ける不確かさの改善、校正メニューの拡大などを
通じて、国内外の事業者のニーズに応えるべく今
後も必要な業務及び研究開発を行う予定である。
またCMCのレビューや取りまとめによって、
今後よりいっそうの国際的な貢献を目指していく。
特にアジア太平洋地域各国の中には、これから時
間・周波数の国家標準を構築しようとしている機
関、JCRBデータベースへのCMCの登録とGlobal 
MRAへの参加を目指す機関が存在する。今後不
確かさの計算方法に関するガイドラインの策定な
どを行い、新しく校正システムを構築する機関や
CMCレビューを行う機関の負担が軽減されるよう
に活動を行っていく予定である。

A 略語

APMP アジア太平洋計量計画（Asia Pacific 
Metrology Programme）
ASNITE 製品評価技術基盤機構認定制度
（Accreditation System of National Institute of 
Technology and Evaluation）
CCTF 時間・周波数諮問委員会（Consultative 
Committee for Time and Frequency）
CMC 校正測定能力（Calibration and Measure-
ment Capabilities）
Global MRA 国家計量標準及び国家計量標準機
関で発行する公正証明書の相互承認（Global 
Mutual Recognition Arrangement）
ILAC 国際試験所認定協力機構（International 
Laboratory Accreditation Cooperation）

表1 NICTが取りまとめを行ったCMC
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れる対応する値との間の関係を，特定の条件下で
確定する一連の作業．

国際標準（international standard） 国際的な合意
によって認められた標準であって，当該量の他の
標準に値付けするための基礎として国際的に用い
られるもの．

国家標準（national standard） 国家的な決定に
よって認められた標準であって，当該量の他の標
準に値付けするための基礎として国内で用いられ
るもの．

一次標準（primary standard） 最高の計量性能を
もち，同一の量の他の標準への参照なしにその値
が受容されるように指定され又は広く認められた
標準．

二次標準（secondary standard） 同一の量の一次
標準と比較して値が決定された標準．

参照標準（reference standard） 一般に，ある場所
又はある組織内で利用できる最高の計量性能をも
ち，そこで行われる測定の基になる標準．

実用標準（working standard） 実量器，計器又は
標準物質を，日常的に校正又は検査するために用
いられる標準．

JCRB RMOとBIPMの合同委員会（Joint Com-
mittee of the RMO and BIPM）
JCSS 計量法校正事業者登録制度（Japan Cali-
bration Service System）
NITE 製品評価技術基盤機構（National Institute 
of Technology and Evaluation）
NMI 国家計量標準機関（National Metrology 
Institute）
QS 品質システム（Quality System）
RMO 地域計量組織（Regional Metrology Orga-
nization： RMO）
TCQS 品質システム専門委員会（Technical Com-
mittee of Quality System）
TCTF 時間周波数専門委員会（Technical Com-
mittee of Time and Frequency）

B 用語

国際計量基本用語集（日本語版） ［7］による。

トレーサビリティ（traceability） 不確かさがすべ
て表記された，切れ目のない比較の連鎖を通じて，
通常は国家標準又は国際標準である決められた標
準に関連づけられ得る測定結果又は標準の値の性
質．

校正（calibration） 計器又は測定システムによっ
て指示される量の値，若しくは，実量器又は標準
物質によって表される値と，標準によって実現さ
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